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はじめに 

 上天草市交流センタースパ・タラソ天草（以下「施設」という。）は、宮津地域総

合開発の一環で、平成１６年１０月５日に海洋療法温泉施設として開設され、今年

で１３年を迎えました。施設は、鉄筋コンクリート造（地下１階、地上３階）、公衆

浴場及びタラソテラピー（海洋療法）プール、レストランを完備した複合施設で、

公衆浴場とタラソテラピー（海洋療法）プールを兼ね備えた類似施設は他にはなく、

全国でも珍しいものでした。 

 施設の運営では、運営に占めるプール部門の経費負担が課題となり、平成２０年

６月には、プール部門の休止が一度決定されましたが、この方針に対して住民によ

る「プール存続を求める協議会」が設立され、運営管理者や市執行部を交えた協議

が行われた結果、経費節減などの条件付きでプール部門の継続が決まりました。 

 その後、平成２１年４月から指定管理者制度を活用した運営がされています。 

 施設の経営は、近年、徐々に改善しつつあり、年間延べ２１万人（Ｈ２８年度実

績値）を超える利用がありますが、市からの指定管理委託料（約３,０００万円／

年）と将来予想される修繕費等を含めた施設の維持管理費（約３,４００万円／年）

の増加を踏まえて、施設のあり方について抜本的な検討を行うために、平成２９年

２月に「上天草市交流センタースパ・タラソ天草将来構想検討委員会」が設置され

ました。 

委員会では、市民の憩いと健康増進を目的とする公の施設として果たしてきた役

割や施設運営コストの削減、一層の経営改善などについての意見が出されました。

これらの委員会での議論を踏まえ、施設の現状及び課題、そして今後のあり方につ

いて、最終報告として取りまとめました。 

今後の施設運営の将来構想を市民とともに考えていくための資料として本報告

書を御活用ください。 

平成２９年１２月８日 

上天草市交流センタースパ・タラソ天草将来構想検討委員会 

委員長 上野 眞也 
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第１章 施設が抱える現状 

１ 施設を取り巻く環境 

（１） 上天草市の状況 

 天草の玄関口に位置する上天草市（以下「市」という。）は、平成１６年３

月３１日に４町（大矢野町、松島町、姫戸町、龍ヶ岳町）が合併し、誕生し

ました。 

市は、「人と海がふれあう町」をキャッチフレーズにまちづくりに係る各種

施策に取り組んでいますが、まちづくりの主役となる市民は年々減少してお

り、住民基本台帳による平成２９年４月１日現在の人口は２８,２８２人で

す。 

また、２０１０年に実施された国勢調査における市の人口は２９,９０２

人でした。国立社会保障・人口問題研究所によれば、若い世代の転出超過等

の影響がこのまま続くと２０６０年には１０,６１２人と現在の約３分の１

になると推測されています。そこで市は、上天草市人口ビジョン（平成２７

年１２月作成）を作成し、人口減少の抑制を図るため、雇用・就労機会の創

出や安心で快適な暮らしづくり等に積極的かつ確実に取り組むことで、２０

６０年には国立社会保障・人口問題研究所の推計を上回る１２，７７０人の

人口を目標としているところです。 

■上天草市の総人口の将来展望 

 2010 年(実績値) 2040 年 2060 年 

社人研推計準拠（人） 29,902 17,188 10,612 

上天草市将来展望（人） 29,902 18,480 12,770 

    このような急激な少子高齢化が進行するなか、施設は、市民の健康づくり

を促進するとともに、観光施設としての機能を強化することが期待されてい

ます。 

（２） 市における施設の位置付け 

旧大矢野町の時代、県下全域に公共温泉施設が数多く建設されているなか

で、将来の高齢社会を踏まえ、住民の健康寿命延伸化も視野に入れ、他地域

にはない複合型の温泉施設を建設する計画が平成１３年度から進められま

した。その結果、海洋性の自然資源活用を取り入れたタラソテラピーを導入

し、全国に先駆けて温泉とタラソテラピープール、レストランを兼ね備えた
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「複合的施設」として、市民に憩いの場と交流の場を提供し、健康、福祉の

増進及び観光、産業の振興を図ることを目的に平成１６年１０月に開業しま

した。 

タラソテラピーとは、海の恵みを体内に取り込むことで、身体の自然なバ

ランスを取り戻すことを目的とした自然療法です。温めた海水に水流を加え、

その中を歩行運動することで血行や代謝が促進され、身体のリフレッシュに

繋がるとともに筋肉量低下の防止にも繋がります。 

施設には、この機能を取り入れたウォーキングプールが設置され、市民の

医療費抑制や健康寿命延伸化を図る事業を通じてタラソテラピープールが

活用されてきました。又、観光施設としての機能を充実させるため、温泉と

レストラン運営を市の各観光イベントと組み合わせるなどの強化が図られ

ています。 

施設運営開始から１３年が経過しましたが、市民及び観光客を含め年間延

べ２１万人を超える利用実績があります。また、プール会員は一時期１００

人を切った時期もありましたが、現在は２８０人（平成２９年１１月現在）

まで増加しています。 

２ 施設の沿革 

施設管理に係るこれまでの経緯は次のとおりです。 

年 月 日 これまでの経緯 

平成16年 10月 5日 

施設開業 

「株式会社おおやの（現：上天草さんぱーる株式会社）」が運営管理者となり運営をスタ

ート。 

平成 17 年 4 月 1 日 
企画観光部企画政策課から企画観光部商工観光課（現 経済振興部観光おもてなし課）

へ所管が移された。 （運営の基礎固め期間 ⇒ 本格的な運営実施期間） 

平成20年 6月 23日 「２階プール施設の休止」を運営管理者の「株式会社おおやの」が取締役会で決定した。 

    8 月 6日 

プール利用者によって「プール存続を求める協議会（約 100人）」を設立 

協議会を含め各種団体や市議会、市役所執行部を含めた協議が実施され、プール営業の

存続が経費削減等の条件付きで決定した。 

平成 21 年 4 月 1 日 

指定管理者制度をスタートさせ、「スパ・タラソ天草管理運営共同体」が指定管理者とし

て運営を開始した。 

（H21.4.1～H26.3.31） 

平成 26 年 4 月 1 日 

「株式会社ウェルネスデベロップメント（東京都）」が指定管理者として運営を開始し

た。 

（H26.4.1～H31.3.31） 

平成 28 年 4 月 1 日 
所管を、産業振興を目的とした経済振興部観光おもてなし課から、市民の健康増進施策

をより推進させるため、健康福祉部健康づくり推進課へ移管した。 
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３ 施設の概要 

（１） 設置目的 

施設の設置目的は、上天草市交流センタースパ・タラソ天草の設置及び管

理に関する条例第２条に次のとおり定められています。 

【上天草市交流センタースパ・タラソ天草の設置及び管理に関する条例（抜粋）】 

第２条 市民に憩いと交流の場を提供し、健康、福祉の増進及び観光、産業の振興を図るため、ス

パ・タラソ天草を設置する。

（２） 施設内容及び規模 

施設は、公衆浴場及びタラソテラピー（海洋療法）プール、レストランを

備えています。詳細な規模は次のとおりです。 

ア 敷地面積 12,741.42 ㎡ 

イ 建築面積及び構造 鉄筋コンクリート造・一部鉄骨３階建て 

建物延面積 4,783.01 ㎡ 

ウ 施設内容 

  （主な施設の広さ） 

公衆温泉浴場  393.0 ㎡ 

セミナー室    55.9 ㎡ 

更衣室     219.1 ㎡ 

機械室     591.3 ㎡ 

ｱｸｱﾄﾆｯｸﾌﾟｰﾙ   674.8 ㎡ 

厨房       72.3 ㎡ 

事務室      54.7 ㎡ 

休憩室      419.2 ㎡ 

（３） 営業日及び営業時間並びに利用料金等 

施設の営業は次のとおり実施しています。 

 ア 開館時間 午前１０時から午後１０時まで 

 イ 休館日  毎月第２・第４火曜日 

 ウ 利用料金 

温泉入浴 

大人                ５００円 

小人（４歳以上１２歳以下）     ３００円 

３歳以下                無料 

アクアトニックプール 

（元気海プール） 

大人               １,０００円 

小人（４歳以上１２歳以下）     ５００円 

３歳以下               無料 

家族湯 潮さい 
１時間まで            １,２００円 

延長３０分毎            ６００円 

家族湯 夕なぎ 
１時間まで            １,０００円 

延長３０分毎            ５００円 

セミナー室 
２時間まで            ３,０００円 

延長３０分毎             ８００円 

キャビントリートメント 

（バンジェ・アルゴパック・アロママッサ

ージ・パッシブストレッチ） 

各３,０００円／回 

リラクゼーションルーム 

大人                ４００円 

小人（４歳以上１２歳以下）     ３００円 

３歳以下               無料 
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（４） 施設建設事業費 

平成１１年度に実施した海洋療法温泉源調査を皮切りに施設の建設に支出

した経費の内訳は次のとおりです。 

項目 金額（千円） 内訳（千円） 

委託料 

110,712 

ア）調査委託                              4,778 

イ）タラソテラピー基本計画策定委託        9,206 

ウ）各設計業務委託                72,949 

エ）各工事監理業務委託              23,779 

工事費 

1,799,764 

ア）温泉掘削工事                 90,825 

イ）敷地造成工事                      36,514 

ウ）建設工事                     1,029,788 

エ）電気設備工事                        134,633 

オ）衛生設備工事                        205,678 

カ）空調設備工事                         127,442 

キ）浄化槽設備工事                        58,444 

ク）外構工事                            49,663 

ケ）駐車場工事                            32,249 

コ）ポンプ設備工事                        18,058 

サ）その他工事                          16,470 

備品購入費 
61,496 

主な備品：事務備品、公用車 

温泉施設用備品、タラソ施設用備品 

土地購入費 63,373 交流センター用地 

合 計 2,035,345 

（５） 全国の類似施設 

所在地 施設名 
設置 

形態 

開設 

年度 
施設概要 

利用料金(円) 

大人 小人 

青森県 

所川原市 
し～うらんど海遊館 

指定 

管理 
H12 1F スパ・タラソ 1,020 510 

香川県 

さぬき市 

ケアタラソ さぬき

津田 

業務 

委託 
H5 1F スパ・タラソ  2F フィットネス 1,500 800 

愛媛県 

上島町 
潮湯 直営 H16 1F スパ・タラソ 510 310 

福岡県 

福岡市 

海のめぐみとﾌｨｯﾄﾈｽ

ﾀﾗｿ福岡 
民間 H14 

閉鎖中。 

H30 年度運営再開に向けて準備中 
－ 

長崎県 

高島町 
高島いやしの湯 

指定 

管理 
H17 1F スパ・タラソ 1,020 510 

鹿児島県 

沖永良部 
タラソおきのえらぶ 

指定 

管理 
H17 1F スパ・タラソ 1,000 500 

鹿児島県 

奄美大島 
タラソ奄美の竜宮 

指定 

管理 
H18 1F タラソ 1,020 510 

沖縄県 

宜野座村 

かりゆし・ｶﾝﾅﾀﾗｿﾗｸﾞ

ｰﾅ 

指定 

管理 
H15 2F スパ・タラソ 2,160 1,080 

島根県 

出雲市 
マリンタラソ出雲 

指定 

管理 
H26 1F スパ・タラソ  2F レストラン 1,080 648 

島根県 

美保関町 
メテオプラザ 

指定 

管理 
H7 

1F 船発着所,レストラン 

2F リラックスルーム 3F スパ・タラソ 
610 300 
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４ 今後の設備整備計画 

（１） 指定管理者との負担関係 

市と指定管理者とは、上天草市交流センタースパ・タラソ天草の管理運営

に関する協定を交わし、上天草市交流センタースパ・タラソ天草指定管理者

仕様書第１１において、施設設備の維持に関して経費の負担を定めているい

るところです。 

【上天草市交流センタースパ・タラソ天草指定管理者仕様書（抜粋）】 

１１ 管理経費等 

（１）指定管理者は、当該施設の管理に必要な一切の経費を負担すること。 

（２）原則として、１件５０万円未満の施設、設備及び機器の維持管理上の修繕については、指定管理

者の費用と責任のもと執行すること。ただし、特別な事情があると認められてるときは、市と指定

管理者との協議により実施すること。 

（３）指定管理者の維持管理業務に瑕疵がなく公益上必要と認められる５０万円以上の施設、設備及

び機器の修繕については、市が費用負担し執行することとする。

（２） 上天草市交流センタースパ・タラソ天草ストックマネジメント計画基礎調

査の内容 

平成２７年３月の専門業者による評価報告「上天草市交流センタースパ・

タラソ天草ストックマネジメント計画基礎調査」（以下「ストックマネジメン

ト計画基礎調査」という。）では、施設の外壁及び屋上の改修工事を含め、内

部の施設設備改修の必要性についても報告されています。その内容は、空調

設備に１億８,４９６万円、給排水設備に４,０５６万円、温泉設備に１億 

４,７０８万円で総額３億７,２６０万円の改修費用が必要となるとされて

います。 

    ただし、本報告を受けた後（Ｈ２７～Ｈ２８年度）に修繕等を済ませ、今

年度においても計画的に修繕を行う設備もあります。 

    よって、今後必要となる改修費用は２億９,０００万円程と想定されます。 

【空調設備】 

注１) 優先順位（◎優先順位１位、〇優先順位２位） 

注２) ＊1 既存の空調設備（停止中）は、修繕するのではなく、代替品で対応を検討している。

番号 機器名称 予算額（千円） 優先順位 

１ 換気扇設置（タラソ室内） 1,800 ◎ 

２ 片吸込シロッコファン（給排気用） 4,540 ◎＊1

３ 片吸込シロッコファン（給排気用） 720 ◎＊1

４ ユニット形空気調和機（タラソ施設内エアコン） 42,360 ◎＊1

５ 電気設備取外し及び再取付け、天井・ダクト改修 23,703 ◎＊1

６ ヒートポンプチラー 49,600 ○ 

７ マルチエアコン（室外機、集中抑制リモコン含む） 10,730 ○ 

８ 外気処理エアコン 7,700 ○ 

９ 空調機（室外機、集中リモコン含む） 30,384 ○ 
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１０ 全熱交換器（集中リモコン含む） 4,130 ○ 

１１ 換気扇 1,381 ○ 

１２ 排気ファン 1,780 ○ 

１３ 換気扇 168 ○ 

１４ エアーカーテン（厨房） 130 ○ 

１５ 冷温水ポンプ 441 ○ 

１６ 温水ポンプ 250 ○ 

１７ 拡張タンク 1,764 ○ 

１８ ストレートシロッコファン 690 ○ 

１９ 全熱交換機 161 ○ 

２０ 除塩フィルター、オイルサービスタンク、ダクト除去 2,530 ○ 

小  計 184,962  

【吸排気設備】 

番号 機器名称 予算額（千円） 優先順位 

１ タンク類 5,360 ○ 

２ ポンプ類 23,332 ○ 

３ 消火栓 2,344 ○ 

４ 凝集剤注入装置,凝集剤注入タンク,遊離残留塩素濃度計 9,520 ○ 

小  計 40,556 

【温泉設備】 

番号 機器名称 予算額（千円） 優先順位 

１ 各種タンク 22,650 ○ 

２ 各種ポンプ 10,332 ○ 

３ 直結給水用増圧ポンプユニット 12,610 ○ 

４ 各種ろ過装置 40,880 ○ 

５ 各種補給装置 2,225 ○ 

６ 無圧ヒーター 16,200 ○ 

７ 空冷式ウォーターチリングユニット 4,500 ○ 

８ 洋風呂装置,リラックス浴超音波装置,気泡浴ブロワー装置 2,170 ○ 

９ 除鉄・除マンガン装置 25,600 ○ 

１０ サウナ加湿装置,ミキシング装置 341 ○ 

１１ 低周波浴装置,自動塩素供給装置 1,292 ○ 

１２ シャワー金具等,流し台 4,136 ○ 

１３ タンク清掃等（スケール防止剤注入） 537 ○ 

１４ 温水器、給湯器、グリーストラップ 990 ○ 

１５ 消火栓（ポンプユニット,補給水槽,BOX） 2,620 ○ 

小  計 147,083  

－8－



（３） 地方債の借入及び償還額 

施設の建設及び改修工事等に伴う地方債の借入及び償還の執行状況は次

のとおりです。なお、施設建設に伴う地方債はすでに平成２８年度に償還済

みです。［未償還額：16,900 千円］ 
【単位：千円】

対象事業費 地方債 償還額
償還

完了（予定）日
事業内容 地方債の種類

平成14年度 880,819 800,300 800,300 H28.3.1
施設建設に伴う用地購入、敷地造成、
工事費に充当

観光商工債
（観光施設債）

平成15年度 944,875 894,000 894,000 H28.9.1
施設建設に伴う用地購入、敷地造成、
工事費及び備品購入費に充当

観光商工債
（観光施設債）

平成27年度 11,762 11,700 0 H41.3.25
漏水改修工事に伴う工事費、監理費に
充当

過疎対策事業債

平成28年度 5,235 5,200 0 H42.3.31 施設設備の修繕に充当 過疎対策事業債
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第２章 指定管理者制度の概要 

１ 指定管理者制度とは 

（１） 指定管理者制度 

指定管理者制度とは、平成１５年９月に地方自治法の改正により導入され

たもので、公の施設の管理や運営を議会の議決により指定された民間事業者

や、ＮＰＯ法人など幅広い団体に委ねることができる制度です。 

    当該制度の導入により、公の施設の管理や運営に民間のノウハウを取り入

れることで、利用者に対するサービスの向上や、管理運営経費の削減によっ

て、施設を所有する地方公共団体の負担が軽減されるなどのメリットがあり

ます。 

    指定管理者の指定は、自治体の長が条例で定め、民間等へ管理権限を委任

するもので、市においては、公の施設の管理運営手法について、上天草市公

の施設に係る指定管理者の指定手続きに関する条例を平成１６年７月１日

に制定しています。 

（２） 指定管理者制度による利用料金制 

施設の利用料金は条例によって定められますが、条例の範囲内で地方公共

団体の長の承認を得たうえで、指定管理者が定めることができます。また、

地方公共団体は、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができ

ます。 

    このため、指定管理者が施設の管理を行うための必要経費は、施設の種類

等により全てを利用料金で補う「完全利用料金制」と、指定管理委託料と利

用料金で賄う「一部利用料金制」、全て地方自治体の指定管理料で賄う方式の

いずれかで行うこととなります。 

    一般的に集客施設等にあっては、完全又は一部利用料金制を採用すること

で、指定管理者のインセンティブが高まり、サービスの質や量が向上するこ

とに繋がり、結果として利用者の増加に繋がります。 

２ 施設における指定管理者制度 

（１） 市で実施している制度の根拠 

市においては、地方自治法第２４４条の２及び条例に基づき、公の施設の

指定管理者の指定までの標準的な事務処理及び指定管理者による施設の管

理運営等の監視・評価の標準的な実施方法等について定めた上天草市公の施

設の指定管理者制度に係る運用指針に基づいて指定管理者制度を運用して
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います。 

    施設においても、上天草市交流センタースパ・タラソ天草の設置及び管理

に関する条例第４条で指定管理者制度について規定されており、平成２１年

度から指定管理者制度を適用しています。

（２） 指定管理者の募集方針 

施設の指定管理者となる条件は、上天草市公の施設の指定管理者制度に係

る運用指針第５（２）応募者の参加資格に基づかれています。なお、その内

容は次のとおりで、指定管理者の指定期間が満了し、新たな指定管理者を指

定する場合においても同様です。 

【上天草市公の施設の指定管理者制度に係る運用指針（抜粋）】 

第５ 指定管理者の募集に関する事項 

（２）応募者の参加資格 

ア 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。 

イ 上天草市から指名停止措置に基づく指名除外措置を受けていないこと。 

ウ 労働者災害補償保険に加入していること。 

エ 市税、法人税、消費税及び地方消費税等を滞納していないこと。 

オ 会社更生法、民事再生法等に基づく更生又は再生手続を行っていないこと。また、

手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営

状態が著しく不健全である者でないこと。 

カ 賃金不払いに関する厚生労働省からの通報が市長に対してあり、当該状態が継続

している場合であって、明らかに指定管理者として不適当と認められる者でないこ

と。 

（３） 指定管理者のモニタリング 

上天草市交流センタースパ・タラソ天草の管理運営に関する協定書及び指

定管理者制度導入施設の管理運営に係るモニタリング実施要綱に基づき、市

及び指定管理者は次の内容についてモニタリングを実施しています。 

【指定管理者制度導入施設の管理運営に係るモニタリング実施要綱（抜粋）】 

第３条 指定管理者が行うモニタリングの内容は次の各号に掲げるとおりとする。 

（１）管理業務の実施状況に関して日報として記録すること。 

（２）利用者へのアンケート調査を実施すること。 

（３）管理業務の実施状況に関する自己評価の実施をすること。 

第６条 市が行うモニタリングの内容は、次の各号に掲げるとおりとする。 

（１）協定書及び仕様書に基づく各種報告書の点検を行うこと。 

（２）実地調査（現場点検）を行うこと。 

（３）苦情・事故等の対応状況について指導を行うこと。 

（４）管理運営状況の評価及び指導を行うこと。 

（４） これまでの経緯 

施設が開業した年から平成２１年３月までは、第三セクターの「株式会社
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おおやの」によって運営され、平成２１年度から指定管理者制度を導入し、

市外の機関によって運営しています。 

実施期間 運営機関 

H16.10 ～ H21.3 株式会社おおやの（現上天草さんぱーる株式会社） 

H21.4 ～ H26.3

スパ・タラソ天草管理共同企業体（３社共同） 

株式会社パブリックジャパン、株式会社日本ビル管理 

 株式会社エムロード 

H26.4 ～ 現在 株式会社ウェルネスデベロップメント 
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第３章 部門別財務分析及び事業分析 

１ 売上高及び利用者数の推移 

施設の利用者数・営業利用料金収入・運営費用の推移を平成２３年度から比較

し、１人当たりの売上高及び費用を算出しました。指定管理者が変わった平成 

２６年度から利用者数が伸びたことによって利用料金が増加し、費用の減少によ

り、損益は改善傾向にあります。 

 23 年度 24年度 25年度 26 年度 27年度 28 年度 

利用者数    （人） 138,197 206,238 195,812 205,084 204,966 214,061 

営業利用料金収入（千円） 161,947 158,309 142,909 128,997 130,402 140,748 

運営費用    （千円） 194,758 210,380 193,529 167,581 158,320 168,396 

１人当たり売上 （円） 817 768 730 629 636 658 

１人当たり費用 （円） 982 1,020 988 817 772 787 

２ 市の負担額の推移 

指定管理者の収支は改善傾向にありますが、市からの指定管理委託料を除いた

営業損益としてはマイナスが続いています。 

  市の指定管理委託料とストックマネジメント計画基礎調査の報告を踏まえる

と年間６,４００万円程度の負担が見込まれます。 
【単位：千円】 

 23 年度 24 年度 25 年度 26年度 27 年度 28年度 

指
定
管
理
者
収
支

管理委託料 28,035 28,035 28,035 29,376 29,376 29,376 

利用料金収入 161,948 158,309 142,909 128,997 130,402 140,748 

雑収入 3,497 4,611 8,192 2,436 6,534 2,063 

収入 計 193,480 190,955 179,136 160,809 166,312 172,187 

支出 計 194,764 210,384 198,460 167,581 158,320 168,396 

収支 △1,284 △19,429 △19,324 △6,772 7,992 3,791 

内管理委託料を除く △29,319 △47,464 △47,359 △36,148 △21,384 △25,585 

市

管理委託料 28,035 28,035 28,035 29,376 29,376 29,376 

修繕費・工事費 12,018 6,491 9,046 9,975 37,272 11,988 

備品購入費 1,898 121 2,789 0 172 0 

その他経費 356 356 356 4,080 3,780 6,762 

支出計 42,307 35,003 40,226 43,431 70,600 48,126 

３ 利用者数の推移及び予測 

平成２９年度以降の利用者数の予測は、過去１０年間（平成１８年～平成２８

年）の対前年増減額の平均を部門毎に集計し、前年度金額に加減算して算出して

います。 

市人口の５年間の増減率と、利用者数の増減率は概ね近似しており、今後の人

口増減によって利用者数も影響を受けます。 
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【単位：人】 

 17 年度 22 年度 27 年度 28年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

温泉 141,841 138,761 128,610 122,883 121,160 119,436 117,713 115,989 

プール 43,555 9,310 27,389 44,217 44,277 44,337 44,398 44,458 

ﾚｽﾄﾗﾝ 69,506 69,915 48,967 46,961 44,911 42,862 40,812 38,763 

合計 254,902 217,986 204,966 214,061 210,348 206,635 202,923 199,210 

４ 損益分岐点分析 

この施設は、市の公の施設としての位置付けとともに、観光施設としての複合

的な位置付けがなされていることから、施設の部門別に事業としての損益分岐点

分析を行ってみました。 

なお、赤字部門となっている温泉部門とプール部門については、利用料金値上

げ及び利用者数増加が必要となりますが、現在の指定管理者との協定書では収益

が改善しても、改善分は指定管理者に帰属するため、市の負担額は減少しません。

そのため、市としては協定書を見直して指定管理委託料の見直しを行う事も必要

となります。 

【施設全体】 

 24 年度 25年度 26 年度 27 年度 28年度 

損益分岐点収入（千円） 441,094 569,640 364,946 356,789 268,962 

売上不足額①（千円） 282,784 426,730 235,949 222,344 128,213 

利用者１人当たり収益不足額（円）

＝①*1000/利用者数 
1,371 2,179 1,151 1,085 599 

利用者不足数（人） 

＝①*1000/1 人当たり収益 
368,397 584,697 375,120 338,971 194,998 

利用者数が現在と同じであると仮定しても５９９円の値上げが必要となり、値上げをしないの

であれば、利用者数を１９万人増やす必要があります。 

【温泉部門】 

 26 年度 27年度 28年度 

損益分岐点収入（千円） 134,904 96,250 94,215 

売上不足額①（千円） 84,178 45,343 44,593 

利用者１人当たり収益不足額（円）

＝①*1000/利用者数 
671 353 363 

利用者不足数（人） 

＝①*1000/1 人当たり収益 
208,216 114,552 110,427 

利用者が現在と同じであると仮定しても、３６３円の値上げが必要となり、値上げをしないの

であれば、利用者を１１万人増やす必要があります。 
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【プール部門】 

 26 年度 27年度 28年度 

損益分岐点収入（千円） 1,010,402 326,003 84,821 

売上不足額①（千円） 989,613 308,487 59,361 

利用者１人当たり収益不足額（円）

＝①*1000/利用者数 
32,265 11,263 1,343 

利用者不足数（人） 

＝①*1000/1 人当たり収益 
1,459,987 482,350 103,094 

利用者が現在と同じであると仮定しても、１,３４３円の値上げが必要となり、値上げをしない

のであれば、利用者を１０万人増やす必要があります。 

【レストラン部門】 

 26 年度 27年度 28年度 

損益分岐点収入（千円） 69,696 61,273 54,541 

売上不足額①（千円） 12,215 △705 △11,124 

利用者１人当たり収益不足額（円）

＝①*1000/利用者数 
250 △14 △237 

利用者不足数（人） 

＝①*1000/1 人当たり収益 
10,400 △557 △7,956 

利用者が現在と同じであると仮定すると２３７円の値下げが可能であり、料金はそのままであ

れば、利用者が７千人減っても赤字にはなりません。 

５ 部門別に見た分析と課題整理 

損益分岐点分析及び施設ヒアリングを実施した結果、施設の課題と見直しの方

向性としての対策を次のとおりまとめます。 

（１） 施設全体の課題と対策 

   ア 市における施設の設置目的が多義的 

      対策：市民の健康と福祉の増進を目的に市民利用の有効性を優先する

部門（市が負担する領域）と観光振興を目的とした利用者数や

収支を優先する部門（採算性を重視する領域）を分けて判断し、

税金を投入する目的と事業に応じた成果を把握することが必

要です。 

イ 部門毎の事業目的と成果のアウトプットが未整理 

   対策：開業後１３年しか経過していない施設を廃止することは、２１

万人の利用者の存在、施設の利用目的が限定的で他に転用が難

しいこと、また、民間への譲渡等について課題が大きいことか

ら現実的ではなく、現時点においては、温泉、プール、レスト

ランの３部門毎に課題を検証したうえで、公の施設として様々
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な工夫を重ねつつ効果を発揮し、収支改善や利用者増加に繋げ

る改革をする必要があります。 

ウ 指定管理委託についての内容を要検討 

      対策：指定管理委託料、仕様書、リスク分担の見直しを行うとともに、

設備維持管理業務マニュアルを作成し、指定管理者に対し、定

期点検の実施年月・場所・内容など具体的に指示する慣例を構

築する必要があります。 

エ 耐用年数を見据えた改修計画の必要性 

対策：部門別に継続又は廃止を決定したうえで、修繕計画及び設備管

理計画を作成し、進行管理を把握する必要があります。 

（２） 温泉部門の課題と対策 

温泉部門については、次のアからウによる分析結果をまとめたなかで「利

用者増加に向けた対策」を強化するために、旅行業者との連携や対外的なＰ

Ｒを強化する観光面の強みを活かした運営と、値上げ検討を含めた利用料金

のあり方、設備維持管理のあり方について対策を講じる必要があります。 

ア 内部要因 

・泉質が良く、海が一望できるロケーションです。 

 ・事業目的の成果を把握する方法が不明確です。 

 ・外国製の設備を多く使用し、修繕や取替に費用がかかります。 

 ・設備が老朽化しており、多額の修繕費がかかります。 

 ・利用料金を低く設定しており、損益がマイナスになりやすくなります。 

イ 外部要因 

・市内に他の公共温泉施設がありません。 

 ・観光客の誘致に有利な立地です。 

   ・市の人口減少の影響を受けます。 

  ウ 損益分岐点分析結果 

・利用料は、利用者数が減少しているものの１人当たり単価はほぼ横ばいで

す。市内の大幅な利用客の増加は見込めません。 

   ・費用は削減傾向ですが、損益改善のためには引き続き削減が必要です。 

   ・変動費が減少しており、限界利益率が改善しています。 

   ・限界利益率が改善したことで、損益分岐点売上も減少傾向にあり、より損

益が改善されやすい体質になっています。 

   ・損益が改善傾向ですが、固定費の回収までには至りません。 
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   ・損益に対し、過大な維持費（修繕費）負担が懸念材料です。 

（３） プール部門 

プール部門については、次のアからウによる分析結果をまとめたなかで

「海水利用のプール部門の存続検討」を検証するために、現施設を維持す

るために会員増加や値上げ等の利用料金のあり方、海水から真水又は温泉

使用への切替えを含めて検証する設備維持管理のあり方、踏み込んだとこ

ろでは、部門廃止についても対策の１つとして検証しなければなりません。 

  ア 内部要因 

・国内でも数少ないタラソテラピー施設を運営しています。 

   ・市民の健康増進に一定の効果があります。 

   ・事業目的の成果を把握する方法が不明確です。 

 ・外国製の設備を多く使用し、修繕や取替に費用がかかります。 

 ・海水の汲上コストが高く、設備が老朽化しており、多額の修繕費がかかり

ます。 

 ・タラソテラピーの訴求力（インパクト）が高くありません。 

イ 外部要因 

・観光客の誘致に有利な立地です。 

 ・市の人口減少の影響を受けます。 

ウ 損益分岐点分析結果 

・利用料は増加傾向にあります。１人当たり単価は減少傾向ですが、利用者

数が増加しており、今後会員の増加も見込めます。 

   ・変動費が減少しており、限界利益率が改善しているものの、依然として低

水準にあります。 

   ・限界利益率が改善したことで、損益分岐点売上も減少傾向にあり、損益が

改善されやすい体質となっています。 

   ・損益が改善傾向ですが、固定費の回収までには至りません。 

   ・損益に対し、過大な維持費（修繕費）負担が懸念材料です。 

（４） レストラン部門 

レストラン部門については、次のアからウによる分析結果をまとめたなか

で「集客戦略の見直しで売上増加」を検証するため、抜群のロケーション

を活用し、地元産の食材を使ったメニュー開発やプール・温泉とのパック

メニュー等、ＰＲ活動を行う観光面の強みを活かした運営のあり方や、自
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然食材を使ったヘルシーメニュー開発等の健康志向の特徴を活かした運

営のあり方について対策を講じる必要があります。 

  ア 内部要因 

・レストランからの眺望は海が一望できるロケーションです。 

   ・メニューの目的設定が不明確です。 

   ・レストラン単独での集客力が低く、温泉、プール利用者の数に影響を受け

ます。 

  イ 外部要因 

・ＰＲ次第で集客が見込めます。 

   ・温泉やプールの利用者に活用されます。 

   ・市の人口減少の影響を受けます。 

  ウ 損益分岐点分析結果 

・利用料は、利用者数が増加していることから増加傾向にあります。 

   ・費用は仕入原価を抑えており、削減されています。 

   ・レストランの利用者は、大半が温泉やプールの利用者で、その利用者が増

減するとレストランの営業にも影響を受けます。 
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第４章 今後の見直しの方向性 

１ 市民の健康意識を踏まえ、健康増進施設としての位置付けを明確にし、健康づ

くりの拠点としての機能を強化する 

市民の健康意識の特性として、国民健康保険被保険者の状況をみてみると、被

保険者数は８,６１３人（前年度比 ４.６％減）で、人口減少に伴い年々減少して

いますが、６５～７４歳の被保険者数の割合は高齢化の進展に伴い、増加してお

り、一人当たりの医療費は３２,３７２円（前年度比 ３.５％増）と年々増加して

います。その中でも糖尿病、高血圧症、脂質異常症等の生活習慣病は、全医療費

の約３５％を占めており、市民の健康に関して生活習慣病の予防や早期治療が大

きな課題となっています。 

また、特定健康診査の受診率は、２８.６％（前年度比 １％増）と依然として

県下で最も低い状況ですが、健診データの分析結果からも高血糖（ＨｂＡ１ｃ 

５.６以上）の人の割合が６６.３％、高血圧（収縮期血圧１３０以上）の人の割

合が４６.７％、脂質異常（ＬＤＬコレステロール１２０以上）の人の割合が  

５３％と高い状況にあり、ここでも市における生活習慣の課題が指摘されるとこ

ろです。 

また、生活習慣の状況については、食生活の改善はもとより運動習慣が重要と

なりますが、運動習慣がない人が６０％以上もいることから市民の健康意識への

希薄さも課題と考えられます。 

こうした市民の不健康な状態が、一人当たりの介護保険料や国民健康保険税の

増加へも繋がることから、市民の医療費抑制を推進するため、健康管理や疾病予

防に関する意識を高め、特定健康診査及び各種がん検診受診や健康づくりに取り

組む市民を増やす市の施策を実行していくなかで、生活習慣病の改善又は予防の

手段として、施設を活用した健康増進事業に取り組み、健康づくりの拠点として

の機能を強化することが必要です。 
注）数値は平成２８年度の速報値。 

２ 見直しの方向性 

（１） 収支計画の見通し 

施設建設に伴う当初の利用者数の見通しは、プール会員が８６０人で年間

利用者数を５万３,０００人とし、温泉利用者数は年間２０万４,０００人を

見込み、収支シミュレーションによると初年度の売上は約１億６,４００万

円、施設維持に係る支出は、人件費・水道光熱費・修繕維持費・その他管理

費を含み１億６,２００万円を予測し、営業利益の黒字化が予測されていま
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した。また、収支計画は１０年計画で構成され、５年に一度のリニューアル

整備も計画されていました。収支計画には、設定した利用者数は現実的に不

可能ではなく、営業プロモーション次第でそれ以上が十分見込める人数とも

記載されていました。 

    しかし、施設利用者数は平成１８年度の約２５万４,０００人がピークで、

平成２５年度には２０万人を割り切ったものの平成２８年度には２１万４,

０００人まで回復している状況です。なお、利用者数が一番多かった平成 

１８年度においても収支状況は４,３００万円程の赤字で、施設維持に相当

額の費用が掛かっていたことが確認できます。 

    指定管理者制度を導入して７年目の平成２７年度から、指定管理者の運営

努力もあり、収支状況が黒字化しております。 
注）平成１４年１月に策定された「大矢野町タラソテラピー基本計画」内に記載されている収支計画 

  を参考 

①建設当時のシミュレーションには、レストラン及び自動販売機の収入は含まれていない。 

②収支計画による温泉利用料は、大人 400円/人・小人 200 円/人 

プール利用料は、大人 1,000 円/人・小人 500 円/人で設定。 

（２） 施設の目的の明確化 

施設は、市民の憩いと健康増進、観光施設としての機能を兼ね備えた複合

的施設として整備された公の施設であり、本来、公的負担により運営される

べき施設ではありますが、利用者からの利用料金も徴収することから、施設

の収支状況を改善するためには市内外からの利用者増をさらに目指すこと

が必要です。

なお、市民の健康意識の特性を分析するなかで、健康に対する意識はまだ

まだ低い状況にあり、健康に対する市民の意識改革を行う手段として周辺自

治体にはないこの施設を活用し、市民の健康増進に繋げる事業を検討し、こ

れまで以上に利用者増に繋げることが必要です。 

【施設プール会員の医療データ比較】 

（３） これからの見直し策 

年間２１万人を超える利用実績がある公の施設として一定の成果が上が

H21 H27 H21 H27 H27 H28

体重（kg） 85.5 79.7 51.4 48.3 68.4 69.3

ＢＭＩ（kg/㎡） 32.2 30.7 20.2 19 22.9 23.3

腹囲（cm） 107.0 102.0 85.0 79.6 83.0 82.7

血圧（mmHg） 154/70 119/72 149/89 150/98 148/83 129/85

Ａさん（女性）
H21.5入会（8年）

利用頻度：24回程度/月

Ｂさん（女性）
H22.5入会（7年）

利用頻度：12回程度/月

Ｃさん（男性）
H28.4　入会（1年）

利用頻度：5回程度/月
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っているものの、これから施設維持に係る費用が多額になることや指定管理

委託料が年間３,０００万円程度かかることを踏まえ、一層の収入増加、コス

ト削減、利用者の満足度向上を目標とし、改革に取り組むことが必要です。 

３ 収支の改善に向けた見直しの具体的内容 

（１） 市が取り組む改革 

市が取り組む改革として、市の負担軽減と指定管理者の経営努力を促す観

点から、次のアからウの事項について実施することが必要です。 

    この取組を行うことで、市の負担削減が図られ、指定管理者の収益増に繋

がります。 

    なお、海水利用のプール部門の存続については、引き続き検討することが

必要です。 

 ア 指定管理委託料の見直し 

指定管理委託料については、指定管理者の積極的な営業努力（営業損益黒

字化）を喚起する点からも、現在の指定管理委託料について、約３割程度の

削減を目指すことが必要です。 

  イ 施設設備維持管理の見直し 

既存の外国製品は、設備更新や修理の機会に逐次、国産の製品に変更する

等、年間１割程度のコストダウンを目指すことが必要です。また、今後予想

される維持修繕経費については、一層のコストダウンを目指す観点から年次

計画（１０年程度）を立てて優先すべきものから取りかかる必要があります。

ただし、自然災害等突発的に発生したものは除きます。 

  ウ 利用料金の見直し 

温泉部門及びプール部門の利用料金の値上げについては、優待制度を構築

し、指定管理委託料の削減幅を埋め、指定管理者のモチベーションが下がる

ことを防がなければいけません。 

〇 温泉部門 

一人あたりの利用単価を約１割程度の増加で、平成２８年度の利用者実

績ベースにして年間６００万円程度の増収を目指すことが必要です。 

〇 プール部門 

市の保健事業等との連携を図り、会員数の目標値を３５０人としたうえ

で、月会費を約１割程度の増加で、平成２８年度利用者実績ベースにして

年間８１０万円程度の増収を目指すことが必要です。 
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（２） 指定管理者に求める改革 

施設の改革を行うためには、指定管理者の協力が必要不可欠です。施設運

営に関する民間のノウハウを取り入れ、これまで以上に斬新なアイディアで

施設をＰＲし、売り上げを伸ばす必要があると考えています。主な改革案は

次のとおりです。 

  ア 温泉部門の見直し 

旅行業者との連携を強化し、メディアを活用した周知等、対外的なＰＲを

強化するとともに市民の利用者増加策の検討が必要です。 

   ［取組事例］ 湯島（猫の島観光・恋する灯台）、さんぱーる、スパ・タラソ

天草を観光するツアーや健康志向の観光客をターゲットとしたヘルス

ツーリズムなどの日帰りツアーの構築。 

  イ レストラン部門の見直し 

温泉部門・プール部門等との連携や特色あるメニュー作りを展開し、一人

当たりの利用単価を１割程度増加させ、売上増加を図ることが必要です。 

［取組事例］ 地元産の食材を活用したメニューや健康志向者を対象とした

ヘルシーメニューの開発・提供を行い、絶好のロケーションを活用した

ビアホール等の実施を検討。 

  ウ プール部門の見直し 

プール部門は、会員数の目標値を３５０人とし、赤字幅の縮小に繋げる必

要があります。また、２階休憩室を活用して既存運動教室のレベルアップを

図ると増収に繋がります。 

   ［取組事例］ 市の介護予防事業や社会福祉協議会の各種事業を活用すると

ともに、市民団体や各事業所へのＰＲ強化で会員数増加。 

  エ 受付ホールの見直し 

 受付ホールの展示・物産販売については、地元産品の販売を強化すること

で、地域の所得増に繋がります。 

  オ 営業損益の黒字化 

増収・コスト削減に創意工夫し、営業損益の黒字化を目指すことが必要で

す。 

４ 改革は計画的かつ着実に取り組む 

施設の将来構想については、本章で示しているところですが、後１年となった

現指定管理者との委託期間中にも、部門毎の改革や指定管理委託料見直しに伴う

協議等、改革は着実かつ速やかに進めていかなくてはいけません。 
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なお、行政側としては今回明らかとなった課題を整理し、次年度に向けて施設

の指定管理者制度に係る各仕様書・協定書等の総点検を今年度中に行い、各仕様

書・協定書を改め、平成３０年度の次期指定管理者募集及び協定の締結がスムー

ズに遂行できるよう事業を進める必要があります。 

今後も収支やコスト削減についての議論だけでなく、市民や市外利用者の利用

促進と満足度の向上につながる取組を強化し、施設が市民の憩いと健康増進、観

光施設としての２つの側面の役割を担い、公の施設としての機能が十分果たせる

というＰＤＣＡサイクルに基づき事業を進めていくことが重要です。 

■ 本計画に基づく今後のスケジュール 
平成３０年 平成３１年

1月
【今後予定されるスケジュール】

　募集公示

　選定委員会

　施設利用料金改正に伴う条例改正

　議会提案・議決

　協定の締結

運

営

方

針

　市の判断期間

　方針決定

　市議会へ報告

（平成３０年第１回上天草市議会定例会）

　運営方針の周知

運

営

方

針

に

基

づ

く

次

期

指

定

管

理

者

募

集

準

備

　施設運営に係る仕様内容及び

　協定内容の見直し

　新料金体制を踏まえた収支状況の分析

　（指定管理委託料の算出）

　募集に係る準備

　（募集公示内容の作成、選定委員選任等）

　施設見学会（公募予定者）

2月 3月8月 9月 10月 11月 12月 1月2月 3月 4月 5月 6月 7月
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Ⅰ．上天草市交流センタースパ・タラソ天草将来構想検討委員会設置要綱 

（設置） 

第１条 上天草市交流センタースパ・タラソ天草（以下「施設」という。）の時代の

変化に応じた効率的かつ効果的な運営とサービスの実現に向けて、新たな手法で

今後の施設の将来構想について検討するため、上天草市交流センタースパ・タラ

ソ天草将来構想検討委員会（以下「検討委員会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 検討委員会の所掌事項は、次のとおりとする。 

 （１） 施設の建物及び設備機器について、長期的視点に立った改修計画を把握

し、今後の売上収入及び支出の予測を立てた上で時代の変化に応じた効率

的かつ効果的な運営とサービスの実現に向けた施設の将来構想報告書の

策定に関すること。 

 （２） その他、報告書作成のための調査・研究に関すること。 

（組織） 

第３条 検討委員会は、構成員２０人以内をもって組織する。 

２ 前項の構成員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

（１） 学識経験者 

（２） その他市長が適当と認める者 

（構成員の任期） 

第４条 構成員の任期は、委嘱の日から翌年度の末日までとする。ただし、委員が

欠けた場合における補欠の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 検討委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長は、委員の互選によりこれを定める。 

３ 副委員長は、委員長が指名し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けた

ときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 検討委員会は、委員長が招集し、主催する。 

２ 検討委員会は、半数以上の委員の出席がなければ開くことができない。 

３ 検討委員会の議事は、出席構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、

委員長の決するところによる。 

４ 前項の場合において委員長は、構成員として議決に加わることができない。 

５ 委員長は、必要と認めるときは、構成員以外の者を出席させ、その者から説明
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又は意見を聴くことができる。 

（謝金等） 

第７条 検討委員会は、会議に係る会合に出席した構成員に対して、謝金及び費用

弁償を支払うことができる。 

２ 謝金及び費用弁償の支払に係る詳細は別に定める。 

（事務局） 

第８条 検討委員会の事務局は、健康福祉部健康づくり推進課に置く。 

（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委

員長が検討委員会に諮り定める。 

   附 則 

  この要綱は、平成２８年１２月２８日から施行し、平成３０年３月３１日限り、

その効力を失う。 
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Ⅱ．上天草市交流センタースパ・タラソ天草将来構想検討委員会構成員名簿 

番号 所属機関 氏名 備考 

１ 熊本大学 上野 眞也 政策創造研究教育センター 

２ 上天草市議会 桑原 千知 文教厚生常任委員長 

３ 上天草市議会 何川 雅彦 
文教厚生常任副委員長 

H29.3.21（第２回まで）

４ 上天草市議会 髙橋 健 
文教厚生常任副委員長 

H29.6.22（第３回から）

５ 天草四郎観光協会 川口 修平 事務職員 

６ 上天草市商工会 林 新一 理事 

７ 上天草市社会福祉協議会 藤川 勝久 会長 

８ 上天草市区長連合会 川本 一夫 貝場区長 

９ 上天草市地域婦人会連絡協議会 小嶋 富子 登立地域婦人会長 

１０ スパ・タラソ天草タラソ会員 直江 幸子 大矢野町中 

１１ スパ・タラソ天草タラソ会員 井手口 豊子 松島町合津 

１２ スパ・タラソ天草タラソ会員 三島 正光 姫戸町姫浦 

１３ スパ・タラソ天草タラソ会員 赤瀬 惠子 龍ヶ岳町大道 

１４ 公募による申込者 小坂 スエ子 大矢野町中 

１５ 公募による申込者 松田 一弘 松島町阿村 

１６ 公募による申込者 松本 素子 姫戸町二間戸 

１７ 公募による申込者 木戸 真一 龍ヶ岳町高戸 

１８ 上天草総合病院 森 千壽 事務次長兼総務課長 

１９ 上天草市 小嶋 一誠 副市長 

２０ 上天草市 村川 和敬 経済振興部長 

２１ 上天草市 辻本 智親 健康福祉部長 
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公認会計士  首藤恒之 
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－27－



－28－



－29－



－30－



－31－



－32－



－33－



－34－



－35－



－36－



－37－



－38－



－39－



－40－



－41－



－42－



－43－



－44－



－45－



－46－



－47－



－48－



－49－



－50－



－51－



－52－



－53－



－54－



－55－



2- 12- 5 810- 0023
092- 751-1605 FAX 092- 741- 2581

Discussion purpose only

Discussion purpose only

－56－



Discussion purpose only

Section 1.

Section 2.

Discussion purpose only

Section 1

－57－



Discussion purpose only

Discussion purpose only

－58－



Discussion purpose only

Discussion purpose only

－59－



Discussion purpose only

Section 2

Discussion purpose only

－60－



Discussion purpose only

30,000 33,958 30 15
63,958

11,144

Discussion purpose only

10 18 28

5

－61－



Discussion purpose only

(

599 19
418 13

18

Discussion purpose only

363 11

213 6

－62－



Discussion purpose only

1,343
10

982 7

Discussion purpose only

237
7

259 8

－63－



Discussion purpose only

= 15
29

0.52

Discussion purpose only

27

－64－



Discussion purpose only

Discussion purpose only

14,000

17,064

－65－



Discussion purpose only

107,251 0.7
63,373 36,514

*

30 16 29
39

* 5,000 123,581
25 39 29 3 14 0.088 10

HP

Discussion purpose only

－66－



Discussion purpose only

Discussion purpose only

－67－



－68－

Ⅳ．参考資料



－69－



－70－



－71－



－72－



－73－



－74－



－75－



－76－



－77－



－78－



－79－



－80－



－81－



－82－



－83－



－84－



－85－



－86－



－87－



－88－



－89－



－90－



上天草市公の施設の指定管理者制度に係る運用指針 

上 天 草 市 

平成１６年１２月 

（平成１７年８月一部改正） 

（平成２２年８月一部改正） 

（平成２７年３月一部改正） 

－91－

一部抜粋



■上天草市公の施設の指定管理者制度に係る運用指針目次 

第１ 運用指針の目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １ 

第２ 指定管理者制度に関する基本的事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １ 

第３ 個別設置条例の改正及び整備に関する事項 ・・・・・・・・・・・・・・・  ２ 

第４ 指定管理者の募集方針に関する事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ３ 

第５ 指定管理者の募集に関する事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ６ 

第６ 指定管理者の選定に関する事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ８ 

第７ 指定管理者の指定に関する事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １０ 

第８ モニタリングに関する事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １１ 

指定管理者制度の標準事務フロー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １４ 

■準則例集 

準則例１   個別条例改正の例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １５ 

準則例２－Ⅰ 審査基準Ⅰ分類例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １８ 

準則例２－Ⅱ 審査基準Ⅱ分類例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １９ 

準則例２－Ⅲ 審査基準Ⅲ分類例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２０ 

準則例２－Ⅳ 審査基準Ⅳ分類例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２１ 

準則例３   指定管理者募集要項例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２２ 

準則例４－Ⅰ 指定管理候補者選定結果（指定管理候補者向け）例 ・・・・・・・ ２８ 

準則例４－Ⅱ 指定管理候補者選定結果（指定管理候補者以外向け）例 ・・・・・ ２９ 

準則例５   指定管理候補者選定委員会集計表 ・・・・・・・・・・・・・・・ ３０ 

準則例６   協定書例（別記１、別記２、別記３） ・・・・・・・・・・・・・ ３１ 

準則例７   指定管理者指定の指令例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４０ 

準則例８   指定管理者指定の告示例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４１ 

準則例９   事業報告書総括表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４２ 

準則例１０  管理運営総括表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４５ 

■参考資料 

地方自治法（抄） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４８ 

上天草市公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例 ・・・・・・・・・・ ５１ 

上天草市公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例施行規則 ・・・・・・ ５４ 

公の施設の指定管理者制度の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６０ 

－92－



 第１ 運用指針の目的                         

 この運用指針は、上天草市が、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）

第２４４条の２及び上天草市公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例（平成１６年上天

草市条例第２０４号。以下「指定手続条例」という。）の規定に基づき、公の施設の指定管理者

の指定までの標準的な事務処理及び指定管理者による施設の管理運営等の監視・評価（以下「モ

ニタリング」という。）の標準的な実施方法等について定めるものである。 

 各部局においては、この運用指針に沿って指定管理者の指定及びモニタリングを進めるものと

する。 

 なお、指定及びモニタリングに当たっては、指定管理者制度の目的が、公の施設に対する多様

な住民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、

住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることであることを十分に認識して取り

組むものとする。 

 また、指定管理候補者の選定過程等については、各部が説明責任を負うものであるので、事務

処理における透明性・公平性の確保に特に留意する必要がある。 

 第２ 指定管理者制度に関する基本的事項             

（１）指定管理者制度の導入に当たっての考え方 

所管する公の施設に指定管理者制度を導入するか否かの検討に当たっては、制度の目的 

  を踏まえつつ、制度を導入しようとする当該公の施設の設置目的、態様、特性等を考慮する

必要がある。 

 そのためには、当該施設を構成している施設面と機能面の双方において、公の施設として

のサービス提供を継続すべき事柄を各部において整理する必要がある。 

（２）指定管理者制度への対応について 

① 指定管理者制度を導入している公の施設は、次表のとおり 

【平成２６年４月現在導入施設一覧】

 １ 上天草市樋合海水浴場休憩施設「海の家」

 ２ 上天草市交流センタースパ・タラソ天草

 ３ 上天草市松島展望休憩所

 ４ 上天草市姫戸小島公園

 ５ 上天草市姫戸諏訪公園

 ６ 上天草市姫戸白嶽森林公園

 ７ 上天草市龍ヶ岳山頂自然公園

 ８ 上天草市「ミューイ」天文台

 ９ 上天草物産館さんぱーる

１０ 上天草市荷さばき施設

１１ 上天草市（大矢野・姫戸・大道・樋島）老人福祉センター

１２ 上天草市大矢野総合スポーツ公園

１３ 上天草市松島総合運動公園

１４ 上天草市大矢野自然休養村管理センター
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② 指定管理候補者（指定手続条例第４条に規定する「指定管理候補者」をいう。以下同 

じ）の選定に当たっては、指定手続条例第４条に定める選定基準に沿い、行政サービス

の向上や価格面等を総合的に勘案し、それぞれの公の施設の管理について最も適当な指

定管理者を選定委員会において選定するものとする。 

③ 現在、市が自ら管理運営を行っている直営施設についても、民間の能力を活用しつつ、 

住民サービスの向上を図るとともに、経費の削減等を図る観点から、個別法令の規定で 

制限があるものを除き、指定管理者制度の導入の可能性を検討するものとする。 

    なお、個別法令で管理運営の主体を限定している場合であっても、全ての現場管理業務

を市が直接行うことまでを求めているとは限らないので、法令の趣旨に則って検討を行う

こと。 

④ 今後、市が施設整備を行う公の施設については、個別法令の規定で制限があるものを 

除き、指定管理者制度の積極的な導入に努めるものとする。 

⑤ 指定を受けて行う施設の管理運営は、指定管理者の本来業務となることから、指定管 

理者となる団体の施設管理部門への市職員の派遣は行わないものとする。 

  ⑥  

 第３ 個別設置条例の改正及び整備に関する事項           

 指定管理者制度を導入する施設の設置条例（以下「個別設置条例」という。）については、以

下の事項について規定の整備を行うこと。 

 なお、個別設置条例において整備が必要と思われる事項は、「準則例１」に示すとおりであり、

施設の態様や性格等に応じて適宜必要な事項を整備するものとする。 

 また、個別設置条例の改正に併せて、指定管理者制度の導入に伴う個別設置条例施行規則（以

下「規則」という。）の改正を行う必要がある。 

（１）指定管理者による管理 

  ① 指定手続条例第２条では、「指定管理者に管理を行わせることのできる公の施設につい

ては、それぞれの公の施設の設置及びその管理に関する条例の定めるところによる。」と

規定しており、指定管理者制度を導入する場合は、個別設置条例の中で、指定管理者によ

る管理について規定する必要がある。 

② ＰＦＩ事業等において、ＰＦＩ事業者を指定管理者に指定する場合など、指定管理者と 

なるべき法人その他の団体（以下「団体等」という。）が限定される場合については、指

定手続条例によらない選定手続について選定の特例として個別設置条例に規定を設ける

必要がある。 

    なお、この場合に限らず、廃止が予定される施設で、廃止までの期間を特定の指定管理

者に管理を行わせる場合等、個別設置条例において選定の特例を規定する場合には、事前

に総務課と協議を行うこと。 

（２）管理の基準 

  ① 指定管理者が行う業務に係る管理の基準として、次の事項の規定の整備を行うこと。 

ア 利用時間、休館日、利用制限の要件等 

    イ 使用許可の基準 

    ウ その他特に必要な事項 

② 管理の基準は、主たるものを個別設置条例に規定するとともに、その具体的事項は、 

募集要項や協定書に規定することとなるので、詳細に検討すること。 
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（３）業務の範囲 

  ① 指定管理者に行わせる業務の範囲については、個別設置条例の施設の目的及び業務を参

考に個別設置条例の中で規定の整備を行うこととし、その際、公の施設として行うべき業

務を明確にし、指定管理者が行う業務の具体的範囲を確定すること。 

② 指定管理者に行わせる業務の具体的な内容は、別途募集要項や指定管理者と締結する

協定書に規定することになるので、詳細に検討を行うこと。 

＊指定管理者に利用者調査等のモニタリングを義務付けることとする。 

（４）利用料金制 

① 利用料金制については、指定管理者へのインセンティブの提供及び会計事務の効率化の

観点から検討を行うこと。 

② 新たに利用料金制を導入する施設については、利用料金制に係る規定を個別設置条例の

中で規定すること。 

なお、指定管理者は、個別設置条例に定める利用料金の上限額の範囲内で、市の承認を

得て、利用料金を定めることができるものである。 

（５）施行規則の改正 

  ① 指定管理者による管理に当たっては、使用許可の申請書、変更許可の申請書、使用の取

消しの届出書等の様式を定める規定について、指定管理者独自の取扱いを認めるため、指

定管理者による管理の場合の適用除外規定を設けることができる。 

  ② 規則改正の施行時期は、個別設置条例の改正の施行時期と整合を図って規定する。 

 第４ 指定管理者の募集方針に関する事項             

（１）募集方針 

  ① 指定管理者制度を導入する施設については、募集方針を策定することとし、その内容は

以下のとおりとする。 

    なお、指定管理者の指定期間が満了し、新たに指定管理者を指定する場合についても同

様に募集方針の策定を行うこととする。 

ア 指定管理者制度を導入する施設の名称及び位置 

イ 休館日、利用時間等管理の基準の具体的内容 

ウ 施設管理運営と指定管理者募集の基本的な考え方 

エ 指定管理者が行う業務の範囲の具体的内容 

オ 参加資格とその設定理由 

カ 審査の方法、審査の基準及び配点等・審査基準の適用判断及びその理由 

キ 指定管理者の指定期間 

ク 利用料金制の有無 

ケ 基準価格（指定管理者へ支払うこととなる委託料の基準） 

コ 選定委員会の設置及び委員名 

②  募集方針は原則施設ごとに策定することとするが、サービスの向上、経費の節減、管

理運営の一体性などの観点から、複数の施設の管理を同一の指定管理者にまとめて行わ
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せることが適当と判断できる場合は、一括して募集方針を策定することができる。 

③  募集方針の策定に当たっては、あらかじめ選定委員会の意見を聴くこととする。 

④  募集方針の決裁は、市長決裁とし、総務企画部長、総務課長及び財政課長に合議を行

うこと。 

（２）審査基準 

① 審査基準については、指定手続条例第４条第１項の選定基準に基づき、施設の性格や設

置目的等を踏まえて設定すること。

② 審査基準の配点については、基準の項目ごとにそれぞれ得点を配分するものとする。 

  なお、必要に応じ最低基準を設けることができるものとする。 

③ 得点の配分方式については、施設の性格や特性を踏まえ、以下の審査基準の類型化を参

考に当該施設の特性等を判断して設定すること。 

④ 審査基準の類型化の中で「⑤その他必要な事項」の欄の得点については、所管部署によ

る配点とし、他の項目の得点に配分することも可能とする。 

⑤ 公の施設の設置目的、態様、特性等により、審査基準の類型化に当てはめることが困難

と認められる場合は、審査基準の項目及び配点について事前に総務課と協議を行うこと。 

  ⑥ 審査基準の具体的な項目については、「準則例２」を参考とすること。 

審査基準の類型化 

[施設の規模] 管理経費の所要額・委託費の額等

      [専 門 性] 業務の定型性、技術性・ソフト事業のノウハウ・民間事業者の代替性等 

大

専
門
性

小

Ⅰ分類 

[小規模専門施設] 

Ⅱ分類 

[大規模専門施設] 

Ⅲ分類 

[小規模定型施設] 

Ⅳ分類 

[大規模定型施設] 

   小            施設の規模           大
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Ⅰ分類（小規模専門施設）         Ⅱ分類（大規模専門施設） 

選定項目 審査項目 判 定  選定項目 審査項目 判 定 

住民の平等な利用の

確保 

設置目的との適合性等 適・不適で

判断 

住民の平等な利用の

確保 

設置目的との適合性等 適・不適で判

断 事業内容の偏り等 事業内容の偏り等 

 選定項目 審査項目 
配 点 

（100 点満点）
  選定項目 審査項目 

配 点 

（100 点満点）

１
施設の効用の

最大限の発揮 

サービスの内容等 
３５ １

施設の効用の

最大限の発揮 

サービスの内容等 
３５ 

○○○ ○○○ 

２ 管理経費の縮減 
提案価格の得点 

２５ ２ 管理経費の縮減 
提案価格の得点 

２０ 
収支計画の内容等 収支計画の内容等 

３

管理を安心して行

う人的、財政的基

礎 

人的、財政的基盤等 

３０ ３

管理を安心して行

う人的、財政的基

礎 

人的、財政的基盤等 

３５ 
○○○ ○○○ 

４ その他必要な事項   部署枠得点として配分 １０  ４ その他必要な事項   部署枠得点として配分 １０ 

【審査基準の配点の視点】 

・ 施設で実施する事業内容を重視 

・ 事業者によるサービスの質的向上を重視 

【審査基準の配点の視点】 

・ サービスの安定的な提供能力を重視 

・ 施設で実施する事業内容の優劣を重視 

Ⅲ分類（小規模提携施設）         Ⅳ分類（大規模提携施設） 

選定項目 審査項目 判 定  選定項目 審査項目 判 定 

住民の平等な利用の

確保 

設置目的との適合性等 適・不適で

判断 

住民の平等な利用の

確保 

設置目的との適合性等 適・不適で判

断 事業内容の偏り等 事業内容の偏り等 

 選定項目 審査項目 
配 点 

（100 点満点）
  選定項目 審査項目 

配 点 

（100 点満点）

１
施設の効用の

最大限の発揮 

サービスの内容等 
３０ １

施設の効用の

最大限の発揮 

サービスの内容等 
２５ 

○○○ ○○○ 

２ 管理経費の縮減 
提案価格の得点 

３０ ２ 管理経費の縮減 
提案価格の得点 

４０ 
収支計画の内容等 収支計画の内容等 

３

管理を安心して行

う人的、財政的基

礎 

人的、財政的基盤等 

３０ ３

管理を安心して行

う人的、財政的基

礎 

人的、財政的基盤等 

２５ 
○○○ ○○○ 

４ その他必要な事項   部署枠得点として配分 １０  ４ その他必要な事項   部署枠得点として配分 １０ 

【審査基準の配点の視点】 

・ 平均的に各審査項目を評価 

【審査基準の配点の視点】 

・ 経費縮減効果が最も期待できる施設であり、経

費の縮減を重視 

※その他必要な事項の得点は部署枠得点とし、他の審査項目への配点も可能とする。 

（３）審査方法 

  ① 具体的な審査方法については、募集方針に定めることとする。 

  ② 標準的な審査方法を示すと、第１次審査として書類審査（資格審査）を行い、第２次審

査として事業計画等について個別に提案を求め、その内容を審査する。 

  ③ 指定管理者に管理を行わせる公の施設の規模、業務の内容によっては第１次審査を区別

せず、第２次審査と併せて実施することができるものとする。 
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  ④ 第２次審査に当たっては、原則として、事業計画等の提案をしたものに対して個別ヒア

リングを実施するものとするが、公の施設の規模、業務の内容等を勘案し、個別ヒアリン

グを省略して提出された書類により内容を審査することができるものとする。 

（４）指定期間 

① 指定期間は原則として５年以内とし、おおむね以下の基準により管理業務の内容を考慮

して期間を設定するものとする。 

ア 建物施設の維持管理業務が主たる業務の施設 

イ 業務内容に一定の専門性が認められ、人材の育成確保に相当の期間を要する施設 

② ５年を超える指定を行う場合には、その必要性、合理性等を明確にして、事前に総務課

及び財政課に協議を行うこと。 

（５）基準価格 

① 指定管理者へ管理代行の役務の対価を支払う場合にあっては、当該支払金額について、

あらかじめ上限額を設定し、評価の基準となる価格（以下「基準価格」という。）とする

こと。基準価格の設定に当たっては、財政課と事前協議を行っておくこと。 

なお、利用料金制を採用した場合の基準価格は、管理運営経費（見込み）から利用料金

収入額（見込み）を引いた価格とする。 

おって、基準価格の内容によっては最低制限価格を設けるなど、各部において適宜判断

を行うこと。 

② 利用料金制を採用した場合等で、役務の対価が支払われないときは、基準価格を設定し

ないものであること。ただし、利用料金収入（見込み）が管理運営費（見込み）を越える

場合は、その差額を市へ納入させることができる。 

③ 基準価格を設定した場合には、基準価格を超える提案価格があったものついては第１次

審査で失格になることに留意すること。 

④ ①で定めた基準価格については、役務の提供を受けることに要する費用であるため、消

費税を加えた価格であることに留意すること。 

（６）債務負担行為の設定 

  ① 複数年度の期間に及ぶ指定管理者の指定期間を設ける場合、債務負担行為の設定が必要

である。 

  ② 債務負担行為の設定額は、指定管理候補者の提案価格によるものであること。 

なお、債務負担行為の設定額は、上限額として設定するものであることに留意すること。 

  ③ 債務負担行為の設定は、指定管理者の指定までに行うこと。また、財政課と事前協議を

行っておくこと。 

 第５ 指定管理者の募集に関する事項                

（１）募集方法 

３年以内 

５年以内 
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① 指定管理者の募集については、指定手続条例第３条で規定されており、公募が原則であ

ること。 

② 選定の特例については、指定手続条例第５条で規定されているが、その適用に当たって

は、あらかじめ総務課に協議を行うこと。 

③ 指定管理者の募集は、原則として、公の施設ごとに行う。ただし、サービスの向上、経

費の節減、管理運営の一体性などの観点から、複数の施設の管理を同一の指定管理者にま

とめて行わせることが適当と判断できる場合は、一括して募集することができるものとす

る。 

  ④ 指定管理者の募集は、募集要項を作成して行う。なお、募集要項への記載事項は、次表

及び「準則例３」を参考に、施設の性格等を勘案して設定すること。 

【募集要項への記載項目例】 

・ 募集を行う施設の名称、所在地、施設の規模、施設の内容、事業の目的 

・ 募集の目的 

・ 募集期間等（募集要領の配布期間、申請書の受付期間、質問受付期間） 

・ 説明会、現地見学会の有無     

・ 指定管理者が行う業務の範囲 

・ 休館日、利用時間等管理の基準 

・ 関係法令の遵守 

・ 応募者の参加資格 

・ 応募書類 

・ 今後のスケジュール等 

・ 審査の方法、審査の基準等 

・ 指定期間 

・ 利用料金制の有無 

・ 基準価格 

・ 指定管理者と市との責任分担 

・ 事業の継続が困難になった場合における措置 

・ 協定の締結及び協定案  など 

【申請書類の内容例】

・ 申請書（指定手続条例施行規則で規定）    

・ 事業計画書

① 施設の管理に関する基本的な考え方

② 管理組織体制

③ 年間の事業計画、スケジュール

④ 収支計画

⑤ 個人情報の保護に関して講ずる措置

⑥ 同種の施設の運営実績

・ 関係書類

① 法人登記簿謄本

② 法人等の事業計画書及び収支予算書

③ 法人等の事業報告書及び収支計算書、貸借対照表 等

④ 県内事業所にかかる従業員名簿及び賃金台帳

⑤ 消費税及び地方消費税並びに市町村税の未納がないことの証明書

⑥ 法人税等に係る納税証明書

⑦ 法人等の設立趣旨、運営方針、事業内容等の概要が分かるもの

⑧ 法人等の組織及び運営に関する事項を記載した書類

⑨ 指定の申請に関する意思決定を証する書類
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⑤ 指定管理者の募集に当たっては、指定手続条例第３条第２項の規定により、あらかじ 

 め公告することとされており、市掲示場への掲示のほか、市のホームページ、市広報紙

等へ募集概要を掲載するなどして広く周知することが望ましい。 

⑥ 募集のための周知期間は、周知に十分な期間を確保する必要があることから、原則と 

 して１か月程度とする。再公募や緊急を要する場合等においても、少なくとも１０日以

上の期間を設けるものとすること。 

（２）応募者の参加資格 

① 応募者の参加資格は、次表を参考に、各施設の性格、規模、機能等を勘案のうえ設定 

すること。 

  なお、警備や緊急時の対応等、施設の適切な管理運営を確保するため、県内及び市内

に事業所を有すること等を参加資格とする場合には、その設定理由を明らかにしておく

こと。 

② 施設によっては、類似施設の運営実績を参加資格に盛り込むことも考えられるが、そ 

の設定に当たっては、いたずらに応募者が制限されないよう、慎重に設定を行うこと。 

 第６ 指定管理者の選定に関する事項                

（１）指定管理候補者選定委員会 

① 指定管理制度を導入する施設の所管部ごとに、指定管理者に申し込んだ者の審査を行う

指定管理候補者選定委員会（以下「選定委員会」という。）を設置する。 

② 選定委員会の設置については、「上天草市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関す

る条例施行規則（平成１６年上天草市規則第１４１号）」に規定する。 

③ 選定委員会は、指定管理制度を導入する施設の所管部長、施設の所管部の課長と外部有

識者委員の１０人以内で組織する。この場合、外部有識者委員は半数以上とする。 

④ 選定委員会は、応募者の財務諸表等内部資料を取扱うことに留意し、委員は、審査が終

わったときは、当該資料を市に返却すること。

⑤ 選定委員会の委員の報酬については、上天草市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び

費用弁償に関する条例（平成１６年上天草市条例第３３号）の規定に基づき支給する。

⑥ 委員の任期は、当該年度における指定管理施設の指定を行うまでの期間とする。ただし、

再任を妨げない。 

⑦ 選定委員会の委員名については、指定管理候補者の選定後公表するので、あらかじめ委

員の就任時に氏名の公表について承諾を得ておくこと。 

【資格要件例】 

  次の要件を満たす法人その他の団体であること。 

① 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。 

② 県・市内に事業所を有すること。 

③ 上天草市から指名停止措置に基づく指名除外措置を受けていないこと。 

④ 労働者災害補償保険に加入していること。 

⑤ 市税、法人税、消費税及び地方消費税等を滞納していないこと。 

⑥ 会社更生法、民事再生法等に基づく更生又は再生手続を行っていないこと。また、

手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状

態が著しく不健全である者でないこと。 

⑦ 賃金不払いに関する厚生労働省からの通報が市長に対してあり、当該状態が継続し

ている場合であって、明らかに指定管理者として不適当と認められる者でないこと。 
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（２）選定の方法 

① 選定の方法については、募集方針で定めた審査基準及び審査方法に基づき、選定委員会

の各委員が個別に審査し採点する。 

② 指定管理候補者の選定については、①で求めた各委員の採点を合計した総合点が最も高

いものを指定管理候補者として選定する。ただし、最低基準を設置した場合は、指定管理

候補者は、その最低基準を超えていなければならない。 

③ 選定委員会の委員長は、指定管理候補者を選定したときは、市長等に報告を行うもの 

とする。この場合、当該報告は総務課を経由して行うものとする。 

④ 指定管理候補者の選定結果については、応募者全員に選定結果を通知するとともに、選

定の透明性を確保する観点から市のホームページや市広報紙等において情報提供に努め

ること。また、応募者名、得点状況等を公表することを募集要項にあらかじめ明記し、応

募者に対し公表内容について周知を図っておくこと。 

なお、選定結果の通知及び情報公開方法については、「準則例４」、「準則例５」を参考

にすること。 

⑤ 外部に対する情報提供ルールの考え方は、以下に示すとおりである。 

【情報提供ルールの考え方】 

時  期 情報の内容 公開基準 

募集中 

・基準価格 

・審査基準の内容と配点 

・選定委員会の委員数と構成 

・申請状況（申請者数） 

・申請者名 

○ 

○ 

○ 

○ 

△※1 

募集締切時 
・申請状況及び申請者名 

・応募者の事業計画書の内容 

○ 

△※2 

選定後 

・指定管理候補者名 

・指定管理候補者選定理由 

・応募者の総得点及び項目ごとの得点 

・委員ごとの総得点及び項目ごとの得点（委員名匿名） 

・指定管理候補者の事業計画の内容（概要） 

・応募者の事業計画書の内容 

・応募者の提案価格 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

△※2 

○ 

○…公表又は公開できる情報 

△…上天草市情報公開条例に基づく開示請求に基づき、情報提供の可否について個別の判断を要

する情報（上天草市情報公開条例第７条各号に定める不開示情報に該当する又は不開示情報が

含まれている可能性があるため、個別に情報提供の可否を判断して対応する。） 

※1…募集締切前に他の提案者名が分かった場合、不当な圧力や談合等が懸念されるため 

※2…事業計画書の提案内容には、提案者独自の独創的な提案が含まれている可能性があるため 

（３）提案価格の得点 

① あらかじめ指定管理者に支払うべき委託料の上限（基準価格）を設定している場合に 

は、提案された価格について次の算式により算定を行うこと。ただし、業務内容等によ 

り別の方法による必要があると認められる場合には、この限りでない。 

提案価格の得点＝（1.0－（提案価格／基準価格））×提案価格に配分された得点 

 ※提案価格及び基準価格は消費税を含んだ金額 
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  ② 施設の運営費用が全て利用料金で賄える場合など、市の委託費が発生しない施設や利用

料金により多くの収益が見込める施設等については、①の算式によらないことも認めるが、

その際の審査方法等については、総務課及び財政課と事前協議を行うこと。 

 第７ 指定管理者の指定に関する事項                

（１）指定管理者の議会の議決 

① 市長等は、指定管理候補者を選定したときは、地方自治法第２４４条の２第６項の規定 

に基づき議会の議決を得るための手続を速やかに進めるものとする。 

② 議会の議決を要する事項は、次表のとおりである。 

（２）指定管理者との協定の締結 

① 議会の議決を経て、指定管理候補者を指定管理者として指定するときは、指定手続条 

例第６条第１項の規定により、指定を行うまでに上天草市と指定管理候補者との間で協

定を締結しなければならない。 

② 協定で締結する内容は、指定手続条例第６条第２項に規定する内容とするが、具体的 

な内容を示すと次表のとおりとなる。 

なお、標準的な協定書の内容は「準則例６」のとおりとする。 

③ 単年度毎に実施する内容を具体的に協定で定める場合は、指定期間全体に関する協定 

（包括協定）と単年度ごとの詳細事項を定める協定（年度協定）の二段階に分けて締結

することも可能とする。 

④ 利用料金制を採らない施設で、使用料が発生する施設について、当該使用料の収納に

ついても指定管理者に行わせる場合には、地方自治法施行令第１５８条に規定する歳入

の徴収又は収納の私人への委託が必要であるので、指定管理者と別途委託契約を締結す

ること。 

【議会の議決事項】

 ア 指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称

 イ 指定管理候補者の名称

 ウ 指定期間

【協定事項例】 

・ 指定管理者に行わせる業務の範囲 

・ 指定管理者が行う管理の基準 

・ 指定期間 

・ 施設の使用許可に関する基準 

・ 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項 

・ 市が支払う管理運営委託費に関する事項及び管理運営委託費の額の変更に関す 

る事項 

・ 開館時間、休館日に関する事項 

・ 利用料金に関する事項 

・ 減免の取扱いに関する事項 

・ 指定管理者と市のリスク分担に関する事項 

・ モニタリング及び事業報告に関する事項（事業報告書の提出、内容） 

・ 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項 

・ 指定期間満了時における原状回復義務 

・ 指定管理者の損害賠償義務及び保険加入等に関する事項 

・ 事業の引継ぎに関する事項 

・ その他市が必要と認める事項  等 
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（３）指定管理者の指定

① 指定管理者の指定は、指令で行うものとする。指令の書式は「準則例７」を参考にする

こと。 

② 指定管理者の指定を行ったときは、指定手続条例第７条第１項の規定に基づき、遅滞な

く告示を行うこと。なお、告示の書式は「準則例８」のとおりである。 

 第８ モニタリングに関する事項                 

 指定管理者制度を導入した公の施設の指定管理者による施設の管理運営及び公共サービスの

提供に関し、市と指定管理者との間で締結した協定書や仕様書に基づき適正かつ確実に履行され

ているかどうかを監視し、評価するものとする。 

（１）指定管理者によるモニタリング

① 業務報告書及び事業報告書の作成・提出

協定書に基づき、実施した事業の内容及び実績等を記載した業務報告書（月次報告）及

び事業報告書（年次報告）を作成し、市に報告する。

② 利用者調査

ア 調査方法

施設形態や利用形態に応じ、各所管課と協議のうえ、次のいずれかの方法で実施する。

（ア） 意見箱等の常設によるアンケート調査

（イ） 現地にて直接利用者に面談法で行うアンケート調査

（ウ） 利用者に郵送式のアンケート調査

（エ） 利用実績のある企業・団体に郵送式のアンケート調査

イ 調査項目の構成

【協定事項例：二段方式】

○ 包括協定

・ 指定管理者に行わせる業務の範囲

・ 指定管理者が行う管理の基準

・ 指定期間

・ 施設の使用許可に関する基準

・ 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

・ 開館時間、休館日に関する事項

・ 利用料金に関する事項

・ 減免の取扱いに関する事項

・ 指定管理者と市のリスク分担に関する事項

・ モニタリング及び事業報告に関する事項（事業報告書の提出、内容）

・ 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

・ 指定期間満了時における原状回復義務

・ 指定管理者の損害賠償義務及び保険加入等に関する事項

・ 事業の引継ぎに関する事項

・ その他市が必要と認める事項   等

○ 年度協定

・ 当該年度の事業の実施に関する事項

・ 市が支払う管理運営委託費及び管理運営委託費の額の変更に関する事項

・ 事業報告に関する事項（市との連絡体制、随時の事業報告、立入調査等）

・ リスク管理、責任分担に関する事項（当該年度に必要となる事項）
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施設形態や利用形態に応じ、次の項目を調査する。

（ア） 施設管理状況

（イ） 利用条件

（ウ） 職員対応状況

（エ） 催し、展示等

（オ） サービス全般

ウ 調査結果の取扱い

調査結果については、調査終了後、速やかにその対応状況とともに市に報告する。

また、調査結果は、年度終了後の管理運営状況の評価として公表することとする。

③ 苦情・事故等の対応

利用者等から指定管理者に寄せられた苦情、意見等については、その対応状況とともに

市に報告する。

事故が発生した場合には、速やかに市に報告する。

④ 自己評価

上記②、③を踏まえ、施設の管理運営状況の自己評価について、事業報告書総括表（準

則例９）に記載し、市に提出する。

（２）市によるモニタリング

① 協定に基づく各種報告書の点検

ア 業務報告書〔例月点検〕

協定書に基づき指定管理者から提出される業務報告書の内容について点検を行い、内

容に疑義等が生じた場合は、実地調査等により確認を行い、必要に応じ指定管理者に対

し指導等を行う。〔協定書「準則例６」第１０条関係〕

イ 事業報告書の点検

協定書に基づき指定管理者から毎事業年度終了後２か月以内に提出される事業報告

書、事業報告書の内容をとりまとめた事業報告書総括表「準則例９」の内容について点

検を行う。〔協定書「準則例６」第１１条関係〕

② 実地調査

ア 定期調査

施設の管理業務の適正を期すため、協定書「準則例６」第１０条第２項の規定に基づ

き、当該管理業務の実態を把握するために適当な時期を選び、毎年度、実地調査を行う

こと。

イ 調査内容

調査に当たっては、指定管理者から提出された前記の報告書等の内容、苦情情報や利

用者調査の結果等を踏まえ、協定書や仕様書等に定められた業務内容が適正かつ確実に

実施されているか点検し確認する。特に、次の点については、現場の管理日誌や経理関

係帳簿、施設利用の状況等を点検、確認する。

（ア） 帳簿等の備え付け、記載は適正に行われているか

（イ） 施設、設備は、常に使用できる状態に管理されているか

（ウ） 人員配置等公共サービス提供体制が整っているか

（エ） 安全管理については、チェックリストやマニュアルに基づき適正に点検されて

いるか

（オ） 適正な経理事務が行われているか

ウ 調査結果に対する対応

調査の結果、改善等を要すると認められる事項があるときは、指定管理者に必要な指

示、改善指導を行い、改善結果について指定管理者から報告を求める。

エ 随時調査
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上記調査の他、必要に応じて随時、実地調査を実施する。

なお、調査の際、イの調査内容についても、可能な限り、点検、確認すること。

③ 苦情・事故等の対応

市に直接寄せられた苦情、意見等については、必要に応じて実地調査等により確認を

行ったうえで、指定管理者に改善等の措置を求める。

所管施設において事故が発生した場合には、速やかに必要な対応をとること。

④ 利用者調査（必要に応じて）

必要に応じて、施設所管課は、施設の利用者にアンケート調査を行う。方法等は、指定

管理者が行う利用者アンケート調査と同様とする。

なお、調査結果については、指定管理者に通知し、必要に応じ実地調査、点検を行い、

改善指導等を行う。また、調査結果は、年度終了後の管理運営状況の評価として公表する

こととする。

⑤ 管理運営状況等の評価・公表

ア 管理運営状況等の評価

（１）指定管理者によるモニタリングの結果及び前記①～④の方法により、点検、調

査した結果を踏まえ、指定管理者の管理運営についての評価票「準則例１０」（管理運

営評価票）を作成する。

イ 評価結果の公表

評価結果については、市ホームページで公表する。

【公表内容】

・管理運営評価票「準則例１０」

【モニタリング標準事務処理フロー】 

指定管理者 
＜モニタリング＞ 

Ａ 公共サービス提供体制及び

履行状況の点検 

Ｂ 報告書等作成、市への報告 

Ｃ 利用者調査 

Ｄ 苦情・意見等の受付・対応 

Ｅ 安全管理の徹底 

点検記録等の流れ

【毎日】「業務日誌」等記入

    ↓

【毎月】「業務報告書」作成

（月報、実施事業内容等）

    ↓

【毎年】「事業報告書」作成

サービス受益者 
（市民等） 

Ａ サービス提供 

Ｃ 利用者調査 

Ｄ 苦情・意見等 

適正かつ確実な公共

サービス提供の確保

市民（ＨＰ等） 

市 

【モニタリングの方法】 

①協定に基づく各種報告書の点検 

②実地調査 

③苦情・事故等の対応 

④利用者調査（必要に応じて） 

⑤管理運営状況の評価と市民への公表 

⑤管理運営 

状況の公表

必要な指示等 

②実地調査 
③苦情・意見等 

④利用者調査 

Ｂ 

業務報告 

事業報告 

事業計画 

市が行うモニタリング 
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指定管理者制度導入の標準事務処理フロー 

施設所管部 選定委員会 市議会等 

個別条例改正

・管理の基準

・業務の範囲

募集方針内容検討

募集方針決定

募集要項・募集公告

・募集に係る基本情報 

・参加資格、審査基準等 

第一次審査

・書類審査（資格確認等）

協定の締結

指定管理者の指定及び告示

《選定委員会設置》

募集方針意見聴取

・募集資格、審査基準等

現地視察

第二次審査

・プレゼンテーション

・意見聴取等

・指定管理候補者の選定

市議会の議決 

市議会の議決 

債務負担行為･

指定管理者指定の議案

総務課･財政課合議

市長（総務課）へ報告

選定結果 HP 掲載

債務負担行為設定準備

総務課合議

総務課合議

総務課合議 

選定委員会委員人選

総務課・財政課協議 
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